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愛媛県治山事業施行要綱 

令和８年３月31日 ７森第777号 

                            農林水産部長通知 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、治山事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 治山事業 森林法（昭和26年法律第249号）第10条の15第４項第４号に規定する治山事業及

び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）第３条第４号又は第５号に

規定する施設に係る災害復旧事業で、県又は知事が施行するものをいう。 

(２) 治山施設 治山事業により施行した植栽木及び工作物をいう。 

(３) 森林所有者 森林法第２条第２項に規定する森林所有者をいう。 

（施行地） 

第３条 治山事業は、民有保安林地その他知事が適当と認めた区域及び地すべり防止区域（地すべ

り等防止法（昭和33年法律第30号）第３条第１項に規定する地すべり防止区域をいう。）におい

て施行する。 

（申請に基づく治山事業の施行） 

第４条 県又は知事は、土地所有者又は森林所有者から申請があつた場合は、必要に応じ治山事業

を施行する。 

（施行の申請） 

第５条 前条の規定により施行の申請をしようとする土地所有者又は森林所有者は、治山事業施行

申請書（様式第１号）を地方局長を経由して、知事に提出しなければならない。 

２ 地方局長は、前項の申請書を受理したときは、遅滞なく当該申請書に、治山事業の施行につい

て（様式第２号）並びに当該施行地の位置図及び土地台帳附属地図を添えて知事に進達しなけれ

ばならない。 

（施行の決定） 

第６条 知事は、前条の規定により申請を受理したときは、その内容を審査し、施行の適否を決定

し、その旨を申請者に通知するものとする。 

（治山工事の執行） 
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第７条 治山工事の執行については、愛媛県工事執行規程（昭和39年８月愛媛県告示第695号）の定

めるところによる。 

（治山施設の帰属） 

第８条 治山施設の所有権は、植栽木にあつては森林所有者に、工作物にあつては土地所有者に帰

属する。 

２ 治山施設の所有者に変更があつたときは、変更前及び変更後の所有者は、連署の上、遅滞なく

その旨を知事に届け出なければならない。 

（治山施設の維持管理） 

第９条 知事は、治山施設の設置目的を確保するため、適正な維持管理を行うものとする。 

２ 知事は、治山台帳（様式第３号）を調製し、保管するものとする。 

３ 知事は、第12条第２項の規定により治山施設の被害報告を受けたときは、速やかに現地調査を

行い、適切な措置を講ずるものとする。 

第10条 治山施設の所有者は、当該治山施設の設置目的を確保するため、適正な維持管理を行わな

ければならない。 

２ 治山施設の所有者は、治山施設に被害が生じていることを発見したときは、直ちに地方局長に

報告しなければならない。 

３ 前２項の維持管理に要する費用については、治山施設の所有者がこれを負担しなければならな

い。 

（維持管理の区分） 

第11条 前２条に規定する知事及び治山施設の所有者の維持管理の区分は、おおむね別表に掲げる

とおりとする。 

（治山施設の巡視） 

第12条 地方局長は、定期的に、及び必要に応じ、治山施設の巡視を行うものとする。 

２ 地方局長は、前項の規定による巡視により治山施設に被害が生じていることを発見したとき、

又は第10条第２項の規定による報告を受けたときは、直ちに被害状況を調査し、その内容を知事

に報告するものとする。 

（施行の申請によらない治山事業） 

第13条 県又は知事は、必要があると認めるときは、第４条の規定による施行の申請によらないで

治山事業を施行することがある。 

２ 第７条から前条までの規定は、前項の規定による治山事業の施行について準用する。 
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（書類の経由） 

第14条 この要綱により知事に提出し、又は知事が送付する書類は、所轄の地方局長を経由するも

のとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和７年度事業から適用する。 

２ 廃止前の愛媛県治山事業施行規程（昭和61年３月28日告示第427号）により行われた事業の施行

申請及びその他の行為は、この要綱の相当規定により行われたものとみなす。 

 

別表（第11条関係） 治山施設の維持管理区分 

区分 維持管理内容 

知事 

１ 治山施設に係る森林法の制限及び義務並びに地すべり等防止法の制

限に関する指導 

２ 森林機能を強化させるための事業の実施 

３ 暴風、洪水等の異常な天然現象により被災した治山施設の復旧 

４ 治山台帳の調製 

５ 標識の設置 

６ 巡視 

治山施設

の所有者 

森林所有

者 

１ 森林機能を発揮させるための保育作業 

（下刈、つる切、除伐、本数調整伐、補植等） 

２ 巡視 

土地所有

者 

１ 工作物に関する軽微な維持管理行為 

（補修、水路等に流入した枝条等の除去等） 

２ 巡視 
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様式第１号（第５条、様式第２号関係）治山事業施行申請書 
（表） 

 
 

治 山 事 業 施 行 申 請 書              

年  月  日 

 愛媛県知事     様 

                                    住 所          
申請者              

氏 名        ○印  
 
 私が権利を有する次に掲げる土地又は森林において、治山事業を施行されたく、

愛媛県治山事業施行要綱第５条第１項の規定により申請します。 

 なお、治山事業の施行に当たつては、裏面の１から４までの条項の行為を県又は

知事が行うことについては異議はなく、また、５から７までの条項を履行すること

を誓約します。 

治山事業施行申請地番明細 

 
森林等の所在地 

(郡 ・ 市 ・ 町
大字 字 地番) 

地目 

面積 
ヘク
ター
ル 

土地所有者又は

森林所有者の住

所及び氏名 

保安林指定状況 

備  考 
指定済 未指定 

       

       

       

 注１ この申請書は、施行箇所ごとに提出すること。 

  ２ 申請者が個人の場合にあつては、記名押印に代えて署名することができる。 
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様式第１号（第５条関係）治山事業施行申請書 
（裏） 

治山事業の施行に係る誓約条項 

 
１ 治山事業施行地を保安林又は保安施設地区に指定すること。 
 
 
２ 治山事業の施行上必要な場合は、運搬道、材料置場等として必要な土地を使用

すること。 

 

３ 治山事業の施行により土地の形質を変更すること、及び支障木等を伐採するこ

と。 

 

４ 治山事業施行地にある土石、かや株等を工事用材料として使用する場合は、無

料で採取使用すること。 

 

５ 治山事業の施行に協力し、支障を及ぼすような行為は、一切しないこと。 

 

６ 治山事業により施行した植栽木及び工作物の適正な維持管理を行うこと。 

 

７ 治山事業施行地の権利を売却し、又は譲渡するときは、１から６までの義務を

買受人又は譲受人に継承させること。 
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様式第２号（第５条関係）治山事業の施行について 
 
 

治 山 事 業 の 施 行 に つ い て              
 

第  号 

年  月  日 
 
 愛媛県知事     殿 
 

地方局長   
 

 愛媛県治山事業施行要綱第５条第１項の規定により     外  人から治山

事業の施行の申請がありましたので、同条第２項の規定により治山事業施行申請書

に関係書類を添えて進達します。 

施 行 箇 所         
 

面      積 
 

施行に対する意見 

 

 注 添付書類 
  (１) 位置図（５万分の１の地形図） 
  (２) 土地台帳附属地図（公図） 
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様式第３号（第９条関係） 治山台帳 
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